
いずれかが 

いいえ 

２つとも 

はい 

学校でけがなどをした場合の医療費のフローチャート 
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 災害共済給付金の受け取り

（医療費総額の４割） 

 

学校でのけがや病気で医療機関を受診 

 

小児医療証、福祉医療証、 

障害者医療費受給者証を 

ご利用ください。 

日本スポーツ振興センター災害共済給付制

度の対象です。医療費の自己負担金（医療

費総額の３割）を現金でお支払いください。 

①市立学校で起きたけがや病気である。 

②医療費総額（調剤薬局分も含む・継続受診

の場合は合計額）の３割（自己負担金）が

1,500円以上である。 

 

医療機関から日本スポーツ振興センター災

害共済給付制度申請書類（医療等の状況な

ど）を受け取り、学校に提出してください。 


